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ら
し

市役所代表☎㉓5111

住民基本台帳による人 口 と 世 帯
〈５月末日現在・かっこ内は前月比〉

人　口　　66,123人　（－15人）
　　男　　31,816人　（－10人）
　　女　　34,307人　（－５人）
世帯数　26,775世帯（－11世帯）

平成22年の交通人身事故
〈５月末日現在・かっこ内は前年同期比〉

延べ発生件数　  117件（－41件）
死　者　　　　   １人（＋１人）
傷　者　　　　  142人（－67人）
飲酒による事故　１件（＋１件）

ホームページアドレス
http://www.net.pref.aomori.jp/city/
towada/
　記事中で電話番号がない場合は、
市役所代表番号(☎㉓5111)をダイヤ
ルし、内線番号または課名をお話し
ください。費用などの記載がないも
のは無料です。

市
税
の
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口
開
設
の
お
知

ら
せ

　

日
中
の
来
庁
が
困
難
な
か
た
は
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
夜
間
納
付
窓
口

と
き　

７
月
５
日
㈪
〜
9
日
㈮

　
　
　

８
月
２
日
㈪
〜
６
日
㈮

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

■
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口

と
き　

７
月
26
日
㈪
〜
30
日
㈮

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

収
納
課

問
い
合
わ
せ
先　

収
納
課

　
　
　
　
　
　
　

（
☎
内
線
１
９
８
）

▶７月の無料相談のご案内
内容 日時

行政相談 ７月５日㈪
午後１時～３時

行政・人権
相談

７月 12日㈪
午後１時～３時

不動産相談 ７月８日㈭
午後１時～３時

人権相談 ７月 23日㈮
午後１時～３時

司法書士相
談

７月 15日㈭
午後 1時～３時
※７月８日㈭から予約受付

消費生活苦
情相談

７月７日㈬・21日㈬
午後１時～３時

ところ　生活環境課内市民相談室
※行政・人権相談は十和田湖支所です。
申し込み先　生活環境課（☎内線 223）
▶虐待・育児の相談
　申し込み先　福祉課（☎内線 259）
▶ＤＶ被害・離婚などの相談
　申し込み先　福祉課（☎内線 272）

お知らせお知らせ
information

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
実
施

と
き　

10
月
24
日
㈰

と
こ
ろ　

八
戸
工
業
大
学
（
八
戸
市
）

試
験
案
内
配
布
期
限　

７
月
30
日
㈮

試
験
案
内
配
布
場
所

　

高
齢
介
護
課
お
よ
び
市
社
会
福
祉
協
議
会

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
で
き
ま 

　

す
。http://w

w
w
.aosyakyo.or.jp

問
い
合
わ
せ
先　

県
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
☎
０
１
７
・
７
３
２
・
４
３
３
５
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
証
更
新

の
お
知
ら
せ

　

現
在
使
用
し
て
い
る
受
給
資
格
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
㈯
ま
で
で
す
の
で
、
更
新

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

７
月
12
日
㈪
〜
７
月
30
日
㈮　

　

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

持
ち
物　

現
在
の
受
給
者
資
格
証
（
オ
レ
ン

　

ジ
色
）
、
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
本
人

　

お
よ
び
児
童
の
分
）
、
印
鑑

※
平
成
22
年
１
月
２
日
以
降
に
本
市
に
転
入

　

さ
れ
た
か
た
は
、
以
前
お
住
い
の
市
町
村

　

の
平
成
22
年
度
市
町
村
民
税
所
得
課
税
証

　

明
書
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
２
５
８
）

乳
幼
児
医
療
費
給
付
事
業
の
受
給
要
件
に
つ

い
て

　

毎
年
７
月
に
所
得
の
判
定
が
変
わ
り
ま

す
。
今
ま
で
所
得
要
件
に
よ
り
該
当
し
な

か
っ
た
か
た
で
、
新
た
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
か
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

申
請
す
る
場
合
は
次
の
書
類
が
必
要
で

す
。

持
ち
物　

健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
児
童
の

　

も
の
）、
印
鑑

※
平
成
22
年
１
月
２
日
以
降
に
本
市
に
転
入   

　

さ
れ
た
か
た
は
、
以
前
お
住
ま
い
の
市
町

　

村
の
平
成
22
年
度
市
町
村
民
税
所
得
課
税

　

証
明
書
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
２
５
６
）　

　

本
人
ま
た
は
家
族
な
ど
か
ら
の
ご
連
絡
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

※
請
求
用
紙
は
、
福
祉
課
に
備
え
付
け
て
い

　

ま
す
。 

 
 

 

請
求
期
限　

平
成
23
年
３
月
31
日
㈭

問
い
合
わ
せ
先

　

〒
１
０
０
・
８
９
２
６ 

　

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
２
・
１
・
２

　

総
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
管
理
室 

 

　
（
☎
０
３
・
５
２
５
３
・
５
１
８
２
）

消
費
者
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

貸
金
業
法
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
主

な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
借
入
残
高
が
年
収
の
３
分
の
１
を
超
え
る
場

　

合
、新
規
の
借
入
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

▼
借
入
の
際
に
、
基
本
的
に
「
年
収
を
証
明

　

す
る
書
類
」
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

▼
法
律
上
の
上
限
金
利
が
、
29
・
２
％
か
ら

　

借
入
金
額
に
応
じ
て
15
％
か
ら
20
％
に
引

　

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

　

金
融
庁
金
融
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
相
談
室

　
（
☎
０
３
・
５
２
５
１
・
６
８
１
１
）

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
ま
す

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
な
ど
（
事
変

地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区
域
）
に
派
遣
さ

れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
従
事
さ
れ
た
旧
日
本

赤
十
字
社
救
援
看
護
婦
お
よ
び
旧
陸
海
軍
従

軍
看
護
婦
の
か
た
（
慰
労
給
付
金
受
給
者
は

除
く
）
に
対
し
て
、
そ
の
ご
労
苦
に
報
い
る

た
め
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て

い
ま
す
。

中学校を卒業するまでの子どもに手当が支給されます。まだ申請していない
かたは、忘れずに申請しましょう。　　問い合わせ先　福祉課（☎内線 256）

子ども手当の申請はお済ですか

農
業
関
係
相
談
窓
口
開
設

　

農
業
関
係
融
資
相
談
や
農
業
経
営
全
般
に

関
す
る
出
張
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

と
き　

７
月
８
日
〜

　

毎
月
第
２
・
４
木
曜
日　
午
後
１
時
〜
４
時

※
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
、
金
曜
日
開
設
。

※
前
週
金
曜
日
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ　

三
八
地
域
県
民
局
農
林
水
産
部

　
（
八
戸
市
尻
内
町
鴨
田
７ 

八
戸
合
同
庁
舎
内
）

問
合
わ
せ
先　

日
本
政
策
金
融
公
庫
青
森
支

　

店
農
業
食
品
課

　
（
☎
０
１
７
・
７
７
７
・
４
２
１
１
）
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